
 

   バス運転者の労働時間の基準 

貸切バス運転者の労働時間については、労働基準法では規制が難しいことから、厚生労

働省が以下の改善基準告示を策定し、拘束時間など厳しい基準が定められています。 

バス事業者は、この基準に適合する運行計画を定め、適正な運行管理を行うことにより、

安全運転の確保を図っています。 

 

厚生労働省が定める労働時間の基準 

改善基準告示に追加して、高速・貸切バス 

について交替運転者の配置基準を策定 

 

貸切バス交替運転者の配置基準 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html
http://www.mlit.go.jp/common/001157267.pdf

